
（人口減少等の社会状況の変化への対応）
 地方創生の取組と国土強靱化の一体的推進
 フェーズフリー対策の積極的導入
 地域コミュニティの強化、ハード・ソフト対策の推進
 まちづくり計画と国土強靱化地域計画の連携強化
 積雪寒冷地特有の課題への配慮、条件不利地域にお

ける対策強化、「半島防災・強靱化」等の推進

（事業実施環境の変化への対応）
 年齢や性別にとらわれない幅広い人材活用
 革新的技術による自動化・遠隔操作化・省人化
 気象予測精度の向上と社会経済活動の計画的抑制
 安全確保に伴う不便・不利益への社会受容性の向上
 フェーズフリーな仕組みづくりの推進
 広域連携体制の強化、資機材仕様の共通化・規格化

（災害外力・耐力の変化への対応）
 気候変動に伴う気象災害への「適応」と「緩和」策の推進
 最先端技術を駆使した自立分散型システムの導入
 グリーンインフラの活用の推進
 障害者、高齢者、こども、女性、外国人等への配慮
 埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえたインフラ老朽化

対策の推進

第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第１章 基本的な考え方
○防災・減災、国土強靱化の取組の切れ目ない推進
○近年の災害（能登半島地震・豪雨、秋田・山形豪雨、台風10号、日向灘地震等）

○５か年加速化対策等の効果（被害軽減・早期復旧への貢献、地域防災力の高まり等）
○状況変化への対応（３つの変化（災害外力・耐力、社会状況、事業実施環境）への対応）

第２章 計画期間 令和８年度から令和12年度までの５年間

第３章 計画期間内に実施すべき施策（全326施策）

第４章 推進が特に必要となる施策（全114施策（234指標））
１ 施策の内容

２ 対策の事業規模

第５章 フォローアップと計画の見直し

Ⅰ．防災インフラの整備・管理 Ⅱ．ライフラインの強靱化 Ⅲ．デジタル等新技術の活用 Ⅳ．官民連携強化 Ⅴ．地域防災力の強化

主な施策の
内容・目標

○ 中小河川も含めた洪水・内水ハ
ザードマップ等の水災害リスク
情報の充実

○ 関係府省庁の枠を越えた流域
治水対策等の推進

○ 障害者・高齢者・こども・外国人
等に配慮した災害情報提供の強化

○ 発災後の残存リスクの管理
○ 予防保全型メンテナンスへの

早期転換 等

28施策（76指標）

○ 予防保全型メンテナンスへの
早期転換

○ 広域支援に不可欠な陸海空の交
通ネットワークの連携強化

○ 上下水道システムの耐震化を始
めとした耐災害性の強化

○ 送電網の強化及び自立分散型の
電源・エネルギーの活用

○ 通信システムの災害時自立性の
強化 等

42施策（87指標）

○ 国の地方支分部局等の資機材の充
実（警察・消防・自衛隊・TEC-
FORCE等）

○ 一元的な情報収集・提供システ
ムの構築

○ フェーズフリーなデジタル体制の
構築 等

16施策（24指標）

○ 生活の基盤となる住宅・建築物の
耐震化

○ 密集市街地や地下街等の耐震化・
火災対策の推進

○ 保健・医療・福祉支援の体制・
連携強化

○ 立地適正化計画等と連携した国
土強靱化施策の推進

○ 国土強靱化と地方創生の一体的
推進による地域防災力の強化 等

13施策（18指標）

○ スフィア基準等を踏まえた避
難所環境の抜本的改善

○ 国等によるプッシュ型支援物資の分
散備蓄の強化

○ 避難所や教育の現場となる学
校等の耐災害性強化

○ 避難所等における自立分散型の電
源・エネルギーシステムの構築

○ 発災時における民間・NPO・ボラン
ティア等の活動環境の整備 等

16施策（29指標）

○施策の目標は、南海トラフ地震が30年以内に発生する確率（８割程度）等に鑑み、一人でも多くの国民の生命・財産・暮らしを守るため、おおむね20年から30年程度を一つの目安として、検討・
設定。長期目標の達成に30年超の期間を要する施策においても、地域ごとに異なる災害リスクの実情や緊急性等を踏まえ、早期に効果を発揮できるよう、優先順位・手法を検討の上、実施

Ⅰ．防災インフラの整備・管理 Ⅱ．ライフラインの強靱化 Ⅲ．デジタル等新技術の活用 Ⅳ．官民連携強化 Ⅴ．地域防災力の強化

主な施策の
内容・目標

• 個別避難計画作成
• 情報科学を活用した地震調査研

究プロジェクト

60施策

• 迅速な航路啓開のための体制の
整備

• 衛星通信システムに関する制度
整備等

109施策

• マイナンバーカードを活用した避
難所運営効率化等

• 矯正施設のデジタル無線機の適
正な稼働

56施策

• 病院におけるBCPの策定
• 災害保険や民間の防災・減災サービ

スの活用・啓蒙活動の強化

65施策

• 地方公共団体における災害用井
戸・湧水等の活用

• 「世界津波の日」を含む防災への意
識向上のための普及啓発活動

72施策

○第４章の施策の他、施策の推進に必要な制度整備や関連計画の策定等の環境整備、普及啓発活動等の継続的取組、長期を見据えた調査研究等について、目標を設定して取組を推進

※複数の柱に位置付けられた施策があるため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。

※１施策（住宅・建築物の耐震化の促進）が「ライフラインの強靱化」と「官民連携強化」に位置付けられているため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。
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○「推進が特に必要となる施策」の事業規模は、今後５年間でおおむね20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反
映。各年度の取扱いについては、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・弾力的に対応。 （Ⅰ．防災インフラの整備・管理：
おおむね5.8兆円、Ⅱ．ライフラインの強靱化：おおむね10.6兆円、Ⅲ．デジタル等新技術の活用：おおむね0.3兆円、 Ⅳ．官民連携強化：おおむね1.8兆円、Ⅴ．地域防災力の
強化：おおむね1.8兆円）

○毎年度の年次計画を通じたフォローアップの実施（「評価の在り方」を適用）
○災害から得られた知見の継承、対策の課題・効果の取りまとめ・発信
○実施に際し、真に必要な財政需要に安定的に対応するため、地域の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつつ、事業の進捗管理と財源確保方策の具体的な検討を開始

○巨大地震の被害想定地域や条件不利地域は、関連計画のフォローアップと連携
○事業実施環境の整備に向けた取組の強力な推進、評価に必要なデータ収集の推進

もう

令和７年６月６日
閣議決定



第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第４章 推進が特に必要となる施策（例）
（１）国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 （２）経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
○ 国民の生命・財産・暮らしを守り、魅力あふれる多様な地域・国土を未来に引き

継ぐため、長期的な視点に立ち、防災インフラの整備・管理や老朽化対策を着実
に推進する。AI・ドローン等の最先端のデジタル等新技術の活用により、インフ
ラの管理・運用の高度化や住民避難の体制強化を図るとともに、まちづくりとの
連携強化やグリーンインフラの活用を図るなど、ハード・ソフト両面から対策を
講じ、次世代にわたり機能するインフラへの転換を図る。

○ 大規模自然災害の発生時においても、交通・上下水道・通信・電力・エネルギー等
のライフライン機能を可能な限り維持できるよう、確実な点検・診断の実施や災害
耐力の低下をもたらす致命的な損傷の早期解消、運営基盤の強化等を推進し、予防
保全型メンテナンスへの早期転換を図るとともに、急所となる施設・設備や災害時
の重要施設に接続するライフラインの耐災害性強化を図る。

○ 災害により損傷を受けた場合にも早期に機能を発揮できるよう、関連施設の相互連携の
強化やリダンダンシー確保、フェーズフリーな仕組みの活用、地域の実情を踏まえた自
立分散型システムの導入等を推進し、次世代型ライフラインへの転換を図る。

内水対策の強化

堤防整備

■流域治水対策（河川、砂防、下水道、海岸）【国土交通省・農林水産省】
≪目標≫気候変動の影響を考慮した河川整備計画へ変更した割合

（国管理河川の全121計画）
19％【R５】 → 64％【R12】→ 100％【R17】

気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）
した国管理河川（約1,500万m3/s・km）の整備完了率

31％【R５】 → 39％【R12】→ 100％【R62】
気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）
した海岸堤防等（延長約2,700km）の整備完了率

51％【R５】 → 58％【R12】→ 100％【R52】
浸水実績地区等（全国約37万ha（令和５年度末時点））に
おける下水道による気候変動の影響を踏まえた浸水対策完了率

５％【R５】 → 12％【R12】→ 100％【R40】 雨水貯留浸透施設整備

■住民等の避難等に資する情報伝達手段の多重化・多様化【総務省】
≪目標≫市区町村（全国1,741市区町村）における防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段

（障害者や外国人等への配慮も含めた情報伝達手段）の整備完了率
０％【R６】→ 100％【R12】

■線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化【国土交通省】
≪目標≫次期静止気象衛星及び次々期静止気象衛星の整備（契約・基本設計審査・詳細設計審

査・構成品製造完了・統合作業・打ち上げ・運用開始の７工程）の進捗率
７％【R５】 → 71％【R12】→ 100％【R16】

■道路橋梁等の耐震機能強化【国土交通省】
≪目標≫緊急輸送道路（約110,000km）上の橋梁（約65,000橋（令和５年度末時点））の耐震化率

82％【R５】 → 88％【R12】→ 100％【R38】

■河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理【国土交通省・農林水産省】
≪目標≫国管理河川（約10,000km）における河川巡視の無人化に対応するための環境整備

（ドローンによる河川巡視のための通信環境の整備：約10,000km）の完了率
０％【R６】 → 22％【R12】→ 100％【R15】

■水災害リスク情報の充実・活用【国土交通省】
≪目標≫土砂災害警戒区域（約699,100区域（令和５年度末時点））のうち、土砂災害ハザー

ドマップの作成・公表が完了した区域の割合
96％【R５】 → 100％【R12】

■港湾施設の耐震・耐波性能等の強化や関連する技術開発【国土交通省】
≪目標≫全国の港湾（932港）のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海上交通ネットワーク（港湾計

画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施
設等を含めた陸上輸送から海上輸送を担う一連の構成施設：464ネットワーク）の整備完了率

35％【R５】 → 43％【R12】 → 100％【R33】

■道路における防災拠点機能強化【国土交通省】
≪目標≫道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位置付け）がある道の駅（約450

か所（令和５年度末時点））の建物の無停電化及び災害時も活用可能なトイレの確保）の完了率
55％【R５】 → 68％【R12】→ 100％【R37】

■上下水道施設の耐災害性強化【国土交通省】
≪目標≫給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約35,000か

所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されて
いる重要施設の割合

９％【R５】→ 30％【R12】 → 100％【R36】

■災害に強い合併処理浄化槽の整備【環境省】
≪目標≫浄化槽整備区域内（単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の総数：約370万基（令和５年度末

時点））における合併処理浄化槽の割合
68％【R５】→ 77.9％【R12】 → 100％【R27】

■送電網の整備・強化対策【経済産業省】
≪目標≫「広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）」を踏まえた送電網（増強運用

容量：875万kW（広域系統整備計画策定時点））の整備完了率
０％【R６】 → 100％【R12】

■道路施設の老朽化対策【国土交通省】
≪目標≫国及び地方公共団体が管理する道路における緊急又は早期に対策を講ず

べき橋梁（約92,000橋（令和５年度末時点））の修繕措置（完了）率

55％【R５】 → 80％【R12】 → 100％【R33】

水道管路の耐震化

＜関係府省庁の枠を越えた流域治水対策等の推進＞

＜中小河川も含めた洪水・内水ハザードマップ等の水災害リスク情報の充実＞

＜発災後の残存リスクの管理＞

＜障害者・高齢者・こども・外国人等に配慮した災害情報提供の強化＞

＜広域支援に不可欠な陸海空の交通ネットワークの連携強化＞

＜上下水道システムの耐震化を始めとした耐災害性の強化＞

＜送電網の強化及び自立分散型の電源・エネルギーの活用＞

＜予防保全型メンテナンスへの早期転換＞ ＜道路橋＞
対策前

対策後

鉄筋の露出
判定区分Ⅲ

※ リアルタイム災害危険情報に基づく早期避難を促進するなど、対策の効果を最大限発揮できるようソフト
対策との連携を強化するとともに、災害リスクを含む地域特性を踏まえた長期的な視点に立ち、地方公共
団体の総合計画や立地適正化計画等のまちづくり計画との連携強化を計画段階から図りつつ、目標年度が
長期に及ぶハード対策について着実に進める。

■携帯電話基地局強靱化対策事業【総務省】
≪目標≫全国の携帯電話基地局（約100万局（令和６年３月末時点））のうち、災害対策本部の周辺等、

強靱化が求められる基地局（全国約１万局（令和６年３月末時点想定））における整備完了率
０％【R６】→60％【R12】→100％【R16】

＜通信システムの災害時自立性の強化＞
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■防災重点農業用ため池の防災・減災対策【農林水産省】
≪目標≫全国の防災重点農業用ため池（約53,000か所（令和５年度末時点））のうち、防災対

策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約
9,000か所（令和５年度末時点））における防災工事の完了率

30％【R５】 → 83％【R12】→ 100％【R17】

■上下水道施設の戦略的維持管理・更新【国土交通省】
≪目標≫損傷リスクが高く、事故発生時に社会的影響が大きい大口径下水道管路

（「下水道管路の全国特別重点調査」の対象※：約5,000km）の健全性の確保率
０％【R６】 → 100％【R12】

※ 口径２ｍ以上かつ30年以上経過した下水道管路

りょう

りょう

りょう

＜交通結節点等における防災拠点機能の強化＞

＜静止気象衛星の整備等による線状降水帯・台風等の予測精度の更なる向上＞

＜地震・津波・火山観測体制等の更なる強化＞
■線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化【国土交通省】
≪目標≫火山観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：61か所）の完了率

７％【R５】 → 52％【R12】 → 100％【R15】



第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第４章 推進が特に必要となる施策（例）
（３）デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 （４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

（５）地域における防災力の一層の強化

○ AIやドローン、衛星等の革新的なデジタル等新技術は、組合せや使い方の工夫次第
で、国土強靱化の取組を飛躍的に進化させる可能性を秘めている。これらの革新的
な技術を発災直後の過酷な環境下における初動対応から復旧・復興段階に至るあら
ゆる災害対応フェーズにおいて積極的に活用できるよう、平時も含めた運用体制の
強化を図り、フェーズフリーな活用環境の整備を推進する。

○ 激甚化・頻発化する大規模自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守り、社会経済
活動を維持・継続させていくためには、民の力を最大限発揮していく必要がある。

○ 災害に強い社会構造への転換に向け、これまで国民一人一人が進めてきた住宅の耐災害
性強化や民間企業が進めてきた施設の耐災害性強化、サプライチェーンの複線化、事業
継続計画（BCP）の策定等の取組に加え、地方創生や持続可能なまちづくりとの連携強
化により、地域の実情に応じた創意工夫を官民連携で創出する取組を強力に推進する。

○ 自然災害の激甚化・頻発化に伴い長期化する災害対応に適応するため、自立と連携の両面から地域防災力の強化を図る。被災地において被災者が安全に、安心して生活できる避難所環境や
支援者が最大限の力を発揮できる活動環境の整備を推進し、地域の災害時における自立性の強化を図るとともに、長期に及ぶ避難生活や復旧・復興を持続的に支援できるよう、広域連携体
制の強化を図る。なお、実施中期計画では、半島・離島等の条件不利地域における国土強靱化施策についても、その他地域において進める当該施策と併せて全国的な施策として位置付ける
こととし、各地域特性を踏まえた目標の設定や当該目標の達成に向けた施策の実施については、半島・離島等の関連法に基づき別途策定される計画等の下で具体的に推進するものとする。

■災害に強い市街地形成に関する対策【国土交通省】
≪目標≫災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域

（569市区町村（令和５年度時点））のうち、対策（津波避難タ
ワー等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス向上、防災機能強
化等）が概成した割合

9.0％【R５】 → 45％【R12】→ 100％【R25】

松原公園津波避難複合施設
Terrasse Orange toi 

防災と観光の機能を高度に
融合させた日本初の津波避
難複合施設

能登半島地震の被災地に
派遣された医療コンテナ

■医療コンテナの活用【厚生労働省】
≪目標≫可動性のある医療コンテナを有する三次医療圏

（全52医療圏）の割合
63％【R６】 → 100％【R12】※

※災害時の利活用方法について厚生労働科学研究等を通じ検討を進めつつ、R12以降も各都道府県全体で各二次医療圏１基
以上に相当する個数の医療コンテナ（災害時に利用可能な可動性を有するもの）の保有を目指す等導入拡大を図る。

＜立地適正化計画等と連携した国土強靱化施策の推進、
国土強靱化と地方創生の一体的推進による地域防災力の強化＞

＜保健・医療・福祉支援の体制・連携強化＞

＜生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化＞
■住宅・建築物の耐震化【国土交通省】
≪目標≫居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震性

が確保されているものの割合（住宅の耐震化率）
90％【R５】 → 95％【R12】 →耐震性が不十分なものをおおむね解消【R17】※

※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100％に近い状態を目指す目標を設定

＜フェーズフリーなデジタル体制の構築＞

＜国の地方支分部局等の資機材の充実（警察・消防・自衛隊・TEC-FORCE等）＞

■TEC-FORCE等に係る機能強化による災害対応力の強化【国土交通省】

≪目標≫大規模氾濫等に対応（高揚程化による機能強化）するための災害対策用車両（排水ポン
プ車：約240台（令和６年度末時点））の整備完了率

75％【R６】→ 83％【R12】 → 100％【R22】

■緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化【総務省】

≪目標≫航空消防防災体制の充実のため、航空小隊（全77隊（令和７年３月時点））に特に必
要な航空機・資機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプターを含む。）、ヘリ
サット地球局、持込型機上装置）の整備完了率

 94％【R６】→100％【R12】

■災害用装備資機材の充実強化【警察庁】

≪目標≫広域緊急援助隊の災害時の救出救助活動に必要な資機材（近年の豪
雨災害等への対応に当たり不足が確認された水難救助セット（ヘル
メット、救命胴衣、ブーツ等）：約2,500式）の更新整備の完了率
０％【R６】→ 100％【R12】

■自動施工技術を活用した建設現場の省人化対策【国土交通省】

≪目標≫工種（盛土・掘削・積込み・運搬・押土・敷均し・締固めの７工種）における自動施工
機械の技術基準の適用（基準整備、試行工事の実施）完了率
０％【R６】 → 100％【R12】

消防庁ヘリコプター
による救助活動

＜スフィア基準等を踏まえた避難所環境の抜本的改善、避難地や救援・救護活動
等の拠点の整備・機能強化、国等によるプッシュ型支援物資の分散備蓄の強化＞

＜避難所や教育の現場となる学校等の耐災害性強化（耐震化、熱中症対策・寒冷地対策等）＞

＜避難所等における再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等を活
用した自立分散型の電源・エネルギーシステムの構築＞

■学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化
（公立学校）【文部科学省】
≪目標≫避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場：32,616室）における空調設備の設置完了率

18.9％【R６】 → 68.1％【R12】→ 100％【R17】

■避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等の災害・停電時
にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策【環境省】
≪目標≫指定避難所（約82,000か所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等(4,000か所）における

災害時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率
21％【R５】 → 62.5％【R12】→ 100％【R17】

■避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄【内閣府】
≪目標≫スフィア基準を満たす避難所を設置するために必要となるトイレ、ベッド等の災害用

物資・資機材の備蓄を行っている市区町村の割合
              ０％【R６】※ → 100％【R12】

※令和６年12月に改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(平成25年８月内閣府）等を踏ま
え、今後、スフィア基準に適合するために必要となる災害用物資・資機材の市区町村による備蓄状況を確認する。

被災地の支援に向けたキッチンカー・トレーラーハウス等の
登録制度に登録された車両数

 ０台【R６】→1,000台【R12】※

※関係者へのヒアリング等から、登録制度の登録対象となり得ると想定される車両数

＜発災時における民間・NPO・ボランティア等の活動環境の整備＞
■災害ボランティア等の多様な主体との連携【内閣府】
≪目標≫都道府県域における災害中間支援組織の設置率

45％【R５】 → 100％【R12】

トレーラーハウス

3

■避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化【国土交通省】
≪目標≫広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約1,500か所）における

災害時に活用可能な給水施設の確保率
              28％【R４】→ 50％【R12】※

※ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用井戸等の整備に
より災害時の給水機能を確保することとして目標を設定

なら



【内閣府】避難所の生活環境改善とそのための備蓄

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：南海トラフ地震や首都直下地震などの次なる大規模災害も見据え、令和６年能登半島地震の教訓も踏まえつつ、
避難所の生活環境改善をはじめとした災害対応体制の強化を進める。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体： 国/都道府県/市区町村 等

・地方公共団体の先進的な防災の取組の支援により、キッチン資機材、パーティ
ション等の資機材の備蓄を推進し、避難生活における良好な生活環境の確保を
目指す。

・「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等の周知により、
発災後、速やかに、避難所にトイレ、キッチンカー、ベッド、風呂等を配備し、良好
な避難生活を送れるよう避難所の環境改善を目指す。

・災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等に係る登録制
度を創設し、平時からの登録・データベース化により、発災時における迅速な支
援を可能とする。

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

スフィア基準を満たす避難所を設置するために必要となるトイレ、ベッ
ド等の災害用物資・資機材の備蓄を行っている市区町村の割合

0%
(R6) ※１

100%
(R12)

100%
（R12）

被災地の支援に向けたキッチンカー・トレーラーハウス等の登録制度
に登録された車両数

0台
(R6)

1,000台
(R12) ※２

1,000台
（R12）※２

トレーラーハウス （出典）内閣府撮影

快適なトイレ

パーティション 段ボールベッド等

温かい食事

※１ 令和６年12月に改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成25年８月内閣府）等を踏まえ、
今後、スフィア基準に適合するために必要となる災害用物資・資機材の市区町村による備蓄状況を確認する。

※２ 関係者へのヒアリング等から、登録制度の登録対象となりうると想定される車両数



【国土交通省】避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化

施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体： ・国/都道府県/市区町村

避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能
強化を推進し、大規模災害発生時の危険から人命を保護すると
ともに、帰宅困難者の安全を確保する。また、円滑かつ迅速な救
援・救護活動、復旧活動を可能とする環境を確保し、人命や社会
経済活動への被害・影響を軽減する。

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防
災公園（全国268か所）の対策（避難場所となる運動施設、

支援部隊の活動拠点となる広場、災害応急対策に必要な
備蓄倉庫・発電施設等の整備）完了率

48%
(R5)

100%
(R12)

100%
(R12)

広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園
（約1,500か所）における災害時に活用可能なトイレの確保
率

17%
(R4)

50%
(R12)※１

50%
(R12)※１

広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園
（約1,500か所）における災害時に活用可能な給水施設の確
保率

28%
(R4)

50%
(R12)※２

50%
(R12)※２

対策実施例

対応課題 （５）地域における防災力の一層の強化

概 要 地震災害や風水害など多様な災害に対応した防災公園の整備により、災害発生時の避難地、防災拠点とし
ての機能を確保する。

「菊陽町地域防災計画」にて指定緊急避難場所に位置付けられて
いる菊陽杉並木公園は、町の中央部に位置し、熊本地震の際には
町内外から多くの避難者が押し寄せ、長期にわたり車中泊等を余儀
なくされた。

菊陽杉並木公園を拡張し、約８５０人の収容が可能な指定避難
所となる総合体育館や屋外避難場所となる広場・駐車場等を整備。

整備前:災害時の避難場所が不足

整備後:公園の拡張により防災拠点としての機能を強化
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※１ ソフト施策により災害時のトイレ機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用トイレの整備により災
害時のトイレ機能を確保することとして目標を設定

※２ ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用井戸等の整備により災
害時の給水機能を確保することとして目標を設定



【国土交通省】予防保全型管理への転換やストックの適正化に資する都市公園の老朽化対策

施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：

・国/都道府県/市区町村

インフラ長寿命化計画に基づく公園施設の維持管理・更新、集
約・再編を実施することで、予防保全型管理への転換によるライ
フサイクルコストの縮減・平準化を図りつつ、老朽化による事故の
発生を防止するとともに、大規模災害発生時における避難地等と
しての機能をはじめとした都市公園の機能を適切に確保する。

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

インフラ長寿命化計画を策定済みの都市公園（約75,000
公園（令和５年度時点））のうち、緊急度の高い老朽化し
た公園施設の改修等の対策を完了した都市公園の割合

51%
(R5)

100%
(R12)

100%
(R12)

対策実施例

対応課題 （５）地域における防災力の一層の強化

概 要 予防保全型管理への転換やストックの適正化に向け、インフラ長寿命化計画に基づく公園施設の維持管理・
更新、集約・再編を実施する。

園路の再整備

橋梁の再整備

受変電設備の再整備
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【文部科学省】学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての
役割を果たすための耐災害性強化（国立学校）

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化
概 要：気候変動による風水害の激甚化・頻発化、巨大地震が想定されることを踏まえ、災害時に国立大学法人等施

設において学生・教職員等の安全を確保し、教育研究活動を早期再開するため、また地域の防災拠点としての
機能を果たすため、施設の耐災害性を強化する対策等を実施する。
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施策の目標・実施内容等

◆施策の目標：

◆実施主体：

・国立大学法人 等

気候変動による風水害の激甚化・頻発化、巨大地震が想定され
ることを踏まえ、多数の避難者の一時収容・避難等に活用できる
スペースを有する施設についての耐災害性強化や、防災機能の
維持に必要なライフライン整備やバリアフリー化等の対策を完了
することにより、災害時に学生・教職員等の安全を確保し、教育
研究活動を早期再開するとともに、地域の防災拠点としての機能
を確保する。

＜KPI・目標＞

耐災害性強化やライフライン整備により、避難所等として活用

天井の耐震対策を実施し、
利用者等の安全を確保

KPI・指標 現況
計画期間

目標
将来
目標

避難所や防災拠点等にもなる国立大学法人等が保有
する施設のうち、点検等により早急な対応が必要とさ
れた施設（築 45 年以上かつ 200 ㎡を超える棟に存在
する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外
壁、内壁、窓・ガラス及び照明器具）：600万㎡）・設備
（避難所機能の確保に必要な主要配管・配線：
4,564km、基幹設備：5,991台）の老朽化対策（落下・崩
落対策等）完了率

68.5%
（R6）

76.4%
（R12）

100%
（R27）

手動扉から自動扉へ改修し、バリアフリー化を実施

受変電設備周囲に止水板、防水壁及び
排水ポンプを設け浸水対策を実施

対策前

対策後

吊天井落下防止対策の例

災害時の帰宅困難者の
受け入れの例



【文部科学省】学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての
役割を果たすための耐災害性強化（公立学校）

対応課題： （５）地域における防災力の一層の強化
概 要：児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、地域のコミュニティの拠点となり、災害時には地域住民の避難所ともなる公立小

中学校施設について、 計画的・効率的な長寿命化を図る老朽化対策（非構造部材の耐震対策を含む。）や、防災機能強化（体
育館等への空調設備の設置やバリアフリー化、トイレの洋式化等を含む。）を支援する。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：・公立小中学校の設置者（都道府県、市区町村等）

風水害が頻発化・激甚化し巨大地震が想定される中、地域住民の避難
所ともなる公立小中学校施設について、非構造部材の耐震対策を含む
老朽化対策並びに必要な防災機能強化を完了することにより、災害発
生時における児童生徒等の安全・安心な施設環境の確保及び教育活
動の早期再開を図る。

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武
道場：32,616室）における空調設備の設置完了率

18.9%
(R6)

68.1%
（R12）

100%
（R17）

避難所等にもなる公立小中学校におけるトイレの洋式化
（420,891基）の整備完了率

68.3%
（R5）

100%
（R12）

100%
（R12）

避難所等にもなる公立小中学校におけるバリアフリー化
（201,619か所）の整備完了率

71.5%
（R6）

100%
（R12）

100%
（R12）

避難所等にもなる公立小中学校施設のうち、点検等によ
り早急な対応が必要とされた施設（築 45 年以上かつ 
200 ㎡を超える棟に存在する落下・崩落の危険性のある
非構造部材（天井、外壁、内壁、窓・ガラス及び照明器
具）：3,937 万㎡）の老朽化対策（落下・崩落対策）完了率

28.5%
(R5)

49.1%
（R12）

100%
（R27）

対策実施例

子供たちの安全を確保するため、非構造部材の耐震対策を含む
長寿命化改修によりトータルコストを縮減しつつ耐災害性を強化

災害時には避難所として活用
される体育館等への空調設備
の設置を加速

要配慮者等も利用しやすい
バリアフリートイレの整備

屋内運動場の出入り口にスロープ
を設置する等のバリアフリー化

障害者も利用しやすい
エレベーターの整備



【文部科学省】学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての
役割を果たすための耐災害性強化（私立学校）

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の避難所としての役割を果たす学校施設に
ついて、その安全・安心を確保するため、非構造部材を含む耐震化など、防災機能強化を推進する。
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施策の目標・実施内容等

◆施策の目標：
避難所として利用が見込まれる私立学校施設について、地震によ
り倒壊等の可能性がある施設の耐震化を図るとともに、バリアフ
リーを含む防災機能強化を支援することにより、地震から園児、児
童生徒、学生等の人命を守る。

◆実施主体： ・学校法人 等

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

避難所等にもなる私立学校施設の構造体（15,732棟
及び6,683万㎡）の耐震対策完了率

93.8%
(R4)

100%
(R10)

100%
(R10)

避難所等にもなる私立学校施設の非構造部材（吊り
天井等6,688棟及び吊り天井等以外7,833校）の耐震
対策完了率

39.4%
(R4)

65.8%
(R12)

100%
(R22)

避難所等にもなる私立学校（1,207校）におけるバリア
フリー化の整備完了率

37%
(R4)

65%
(R12)

100%
(R22)

対策実施例

対策前

対策後

天井落下防止対策

対策前

対策後

既存天井を撤去し、弾力
のある断熱材を屋根面に
取付

防災備蓄倉庫の整備

ムーブラックを設置し、作業
領域を確保



【文部科学省】公立社会体育施設の耐震化・防災機能強化

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：気候変動による風水害の激甚化・頻発化、巨大地震が想定されることを踏まえ、災害発生時における地域住民
の生命・安全の確保及びスポーツ活動の早期再開を目的に、公立社会体育施設の耐震化を推進するとともに、
避難所等といった地域の支援拠点としての役割も担う公立社会体育施設の空調設置を推進する。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：
・公立社会体育施設の設置者

＜KPI・目標＞

耐震対策前
KPI・指標 現況

計画
期間
目標

将来
目標

避難所等にもなる公立社会体育施設
（11,741施設）における構造体の耐震対策完
了率

86.8%
（R5）

100%
（R10）

100%
（R10）

避難所等にもなる公立社会体育施設
（11,741施設）のうち、空調設備の設置が必
要と認められる室（6,280室）における空調設
備の設置完了率

27.1%
（R5）

35.7%
（R12）

100%
（R65）

空調設置状況（遠景） 空調設置状況（近景）

耐震対策後
（屋根のブレース補強）

個別施設計画等に基づき効果的・効率的に公立社会体育施
設の耐災害性の向上及び防災機能の強化を推進することに
より、地域住民等の生命・身体への被害を防止し災害時の避
難所の役割を確保する。



対応課題 （５）地域における防災力の一層の強化

概 要 地域防災計画に避難施設・防災拠点等として位置付けられた、又は災害等発生時に業務を維持するべき公
共施設及び公用施設への太陽光等の再生可能エネルギー設備や蓄電池、コージェネレーション設備等の導
入を支援し、災害時にもエネルギーが供給されることで、災害対応や安心できる避難生活の確保等を可能と
する。

【環境省】避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等の
災害・停電時にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策106

施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：
・都道府県/市区町村/民間企業

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

指定避難所（約82,000か所）等のうち、緊急に
整備が必要な公共施設等（4,000か所）におけ

る災害時に活用可能な再生可能エネルギー設
備等の導入完了率

21％
（R5）

62.5％
（R12）

100％
（R17）

地域防災計画に避難施設・防災拠点等として位置付けられた、
又は災害等発生時に業務を維持するべき公共施設及び公用
施設への太陽光等の再生可能エネルギー設備や蓄電池、
コージェネレーション設備等の導入を支援し、災害時にもエネ
ルギーが供給されることで、災害対応や安心できる避難生活
の確保等を図る。

令和4年福島県沖地震令和6年能登半島地震

珠洲市役所（石川県珠洲市）

照明を確保し、職員が災害対
応業務を実施

桑折町役場（福島県桑折町）

照明を確保し、避難者を受入。
避難者に充電スポットを提供

スマートフォンの充電

避難所等での
快適な生活には電源が必要

安心できる避難所環境の提供の
ため、照明、冷風機・暖房器具、
スマートフォンの充電設備などの
電源が必要

発災当時の町役場の状況設置された太陽光パネル



【内閣官房】防災庁の設置

施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体： ・国

＜KPI・目標＞

対策実施例

対応課題： （５）地域における防災力の一層の強化

概 要：激甚化・頻発化する大規模自然災害等に対応していくため、平時、発災時、復旧・復興という一連の政府の災害対策を
リードする司令塔としての役割を担う防災庁設置に向けた検討を進める。

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

令和８年度中に防災庁を設置 －
設置完了

(R8）
設置完了

(R8)

防災庁を令和８年度中に設置し、防災業務の企画立案機能を抜本的に強化するとともに、災害事態対処、
被災地の復旧・復興における司令塔機能を抜本的に強化する。

107

災害専門ボランティア等の育成強化、
防災教育の充実など官民連携による

災害対応力・地域防災力の強化

被災者が安心して過ごせる
避難生活環境・備蓄体制の抜本的改善

情報連携・共有強化などの
防災DXのさらなる推進

防災庁設置に際して重点的に取り組む主な事項



【国土交通省】災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：災害応急対策活動拠点となる官庁施設について、大規模災害が生じた際における災害応急対策活動への
支障のおそれを解消するため、改修等を推進する。
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施策の目標・実施内容等

◆施策の目標：

◆実施主体：

・国

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

災害応急対策の活動拠点となる合同庁舎（全国 
214 施設）のうち被災時の機能確保が必要な施
設（全国 88 施設）における対策（電力確保のた
めの改修、劣化箇所の改修等）の完了率

0％
（R6）

42％
（R12）

100％
（R24）

自家発電設備（改修前） 自家発電設備（改修後）

自家発電設備の容量の確保等

災害応急対策の活動拠点となる官庁施設について、地震や
大雨などの災害時においても問題なく使用できるよう改修等を
実施することにより、災害応急対策活動への支障のおそれを
解消し、的確な業務継続が可能な防災拠点機能を確保する。

対策実施例

受変電設備（改修前） 受変電設備（改修後）



【内閣府】災害ボランティア等の多様な主体との連携

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化
概 要：災害時、被災地のニーズに応じてモレ・ムラなく支援活動を行うために、NPO等の多様な民間団体の活動の調

整を行う災害中間支援組織の設置・機能強化を図る。また、避難生活支援のスキルを有する地域におけるボラ
ンティア人材の育成を図るとともにその育成に係る仕組みの構築、さらに、NPOや民間企業等の民間主体の災
害対策への参画促進を図るための環境整備、支援を行う。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：
・国/都道府県/市区町村 等

平時から官民連携体制を構築・強化することにより、発災時
にきめ細やかな被災者支援を実施し、災害被害の軽減を可
能とする。

＜KPI・目標＞

官民連携体制の構築に向けた検討会や啓発イベント等の実施KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

都道府県域における災害中間支援組織の設置率
45%
(R5)

100%
(R12)

100%
(R12)

全国の市区町村（1,741市区町村）の地域ボラン
ティア人材育成研修等の開催完了率

１%
(R5)

50%
(R12)

100%
(R17)

「避難生活支援リーダー／サポーター研修」等の開催



建設技能者の就業履歴等を登録・蓄積し、その能力の公正な評
価を可能とするＣＣＵＳがあらゆる現場で活用されるために必要
な環境を整備するとともに、週休２日を前提とした適正な工期設
定や施工時期の平準化等を推進することにより、建設技能者の
適切な処遇の確保や、建設業全体の働き方改革を実現し、防
災・減災、国土強靱化を担う建設業の担い手確保を図る。

【国土交通省】防災・減災、国土強靭化を担う建設業の担い手確保等に関する対策

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：防災・減災、国土強靱化を担う建設業については、第三次・担い手３法の施行も踏まえ、処遇改善や働き方改
革等の担い手確保の取組を着実に実施するとともに、ICTの活用により地域建設業者の生産性や災害対応力
の向上を図る。
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施策の目標・実施内容等

◆施策の目標：

◆実施主体： ・国

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

国・都道府県・市町村・特殊法人等（全国1,928団体）に

おける建設キャリアアップシステム活用工事の導入完
了率

6.8%
（R5）

100%
（R12）

100%
（R12）

国・都道府県・市町村・特殊法人等（全国1,928団体）に

おける公共工事の週休２日工事又は交替制工事の制
度の導入完了率

25.1%
（R5）

100%
（R12）

100%
（R12）

■：実施している ■：実施していない

国（省庁等） 特殊法人等 都道府県 指定都市 市区町村

47.4% 24.0% 100.0% 100.0% 22.0%

Ｒ５調査
ｎ＝19

Ｒ５調査
ｎ＝121

Ｒ５調査
ｎ＝47

Ｒ５調査
ｎ＝20

Ｒ５調査
ｎ＝1721

＜週休２日工事又は交替制工事の制度導入率（令和５年度）＞

※CCUS：建設キャリアアップシステム（Construction Career Up System）



【文部科学省】国指定等文化財の耐震対策・防火対策

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：国指定等文化財（建造物）の耐震対策を推進するため、耐震診断及びその後必要に応じて実施す
る耐震対策工事（耐震補強工事・免震工事等。修理の際の補強工事を含む）に対する補助を実施する。

国指定等文化財（建造物）は、火災により甚大な被害を受ける可能性があり、特に不特定多数の者が利用する
三階建以上の施設や大規模な木造建造物等については、その危険性が高い。ノートルダム大聖堂の火災等を
踏まえ、老朽化した防火設備の更新や、新たな防火対策設備の導入に対する補助を実施する。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体： 国/都道府県/市区町村/宗教法人/個人/民間企業 等

不特定の者が立ち入る国宝・重要文化財の耐震対策や防火対策を
加速化し、自然災害による被害を最小限に抑える。

＜KPI・目標＞

KPI・指標
現
況

計画
期間
目標

将来
目標

不特定の者が立ち入る国宝・重要文化財（建造物：全国1,997棟）の
うち、特に優先して対策すべきもの（公開時の１日の来場者数が100
人以上等の公共所有・管理の建造物：194棟）に係る耐震対策の完
了率

48%
(R5)

72%
(R12)

100%
(R17)

不特定の者が立ち入る世界遺産・国宝（建造物：全国236件）・大規
模な重要文化財（建造物：全国136棟）のうち、特に優先して対策す

べきもの（世界遺産・国宝：調査等により防火機能の低下が判明し
た建造物：107件、重要文化財：公開時の１日の来場者数が100人
以上等の建造物：42棟）に係る防火設備の老朽化対策等の完了率

30%
(R6)

99%
(R12)

100%
(R17)

ボーリングによる地盤調査

広島平和記念資料館（免震装置設置）

【耐震対策】

【防火対策】

高知城では、天守等に複合的
な防火対策を実施。遠隔操作
可能な放水銃や各種感知器、
監視システム等を整備し、火災
の早期発見、迅速な初期消火、
被害最小化を図っている。

高知城に設置された監視システムと
連動した自動放水銃



【文部科学省】史跡・名勝・天然記念物の水害・老朽化対策

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：近年の気候変動により激甚化・頻発化する豪雨災害での被災状況を踏まえ、災害時に遺構等の本質的価値に
影響を及ぼすとともに人的被害を起こしうる史跡等の斜面のうち、特に対策が急がれる箇所について保全対策
を早急に実施する。また、各地で発災している地震災害による度重なる被災状況を踏まえ、史跡等のうち、地域
のシンボルや重要な観光資源となっている近世城跡等の石垣について、石垣悉皆調査及び石垣耐震診断指針
案に基づく、ソフト・ハード両面での保全対策を進める。
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施策の目標・実施内容等
◆目標：

◆実施主体：

・文化財管理団体/所有者（都道府県・市町村・民間）

＜KPI・目標＞

気候変動を踏まえた斜面保全及び石垣保全等の対策を完了
し、将来的には、頻発化・激甚化する災害から、史跡等の本
質的価値への影響と人的被害を防ぐ。

【斜面保全対策】

【石垣保全対策】

石垣保全対策工事を実施した神奈川県小田原市の史跡石垣山では、
令和6年度8月の大雨及び台風15号においても被害は生じなかった。

丘陵崖面の盛土補強工事を実施した石川県能美市の能美古墳群では、
令和6年能登半島地震においても被害は生じなかった。

KPI 現況
計画
期間
目標

将来
目標

史跡等に所在する災害時のリスクが高い斜面等
（全国1,200か所）のうち、特に優先して対策すべ

きもの（世界遺産、特別史跡等に所在する斜面
等：250か所）に係る水害・老朽化対策の完了率

0%
（R6）

100%
（R12）

100%
（R12）

史跡等（全国111か所）の石垣悉皆調査及び石垣
耐震診断に基づく保全対策の完了率

0%
（R6）

3%
（R12）

100%
（R27）



対応課題 （５）地域における防災力の一層の強化

概 要 国立公園、国定公園及び国民公園等（以下、「国立公園等」という）における災害時の利用者の安全を確保す
るため、一時避難場所となる避難施設の改修、避難経路となる登山道を含む歩道の整備、利用拠点の河川
護岸や道路法面の整備等の防災・減災対策を実施する。また、森林等の国土の荒廃を防止するため、グリー
ンインフラの考え方に基づき、自然環境の有する多様な機能を活用した取組を推進する。

【環境省】利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備113

施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：
・国/都道府県/市区町村

＜KPI・目標＞

KPI・目標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

国立公園、国定公園、国民公園等における利用
者の安全確保や国土の荒廃を防止するための
対策（要対策箇所：1,726か所）の完了率

44%
（R6）

81%
(R12)

100%
（R22）

利用拠点の護岸強化

避難経路の確保

対策前

対策実施例

火山噴石対策

歩道の嵩上げに
より大雨時の木道
の浸水を回避

対策前

避難施設の改修や歩道整備等の必要な対策を完了させる
ことにより、国立公園等における災害時の利用者の安全を
確保する。また、国立公園等におけるグリーインフラの考え
方に基づく取組を進めることにより、国土の荒廃を防止する。

アラミド繊維に
よる避難小屋
の噴石対策

対策後

（イメージ）

避難経路の落石対策

対策後

対策後

対策前

対策前対策前



【内閣府】国民の防災意識の向上

対応課題：（５）地域における防災力の一層の強化

概 要：最新の知見を踏まえ発信する情報の重点化を図りながら、防災推進国民大会の開催等による防災意識の向上
に向けた国民運動の推進、地域住民等が地域の災害リスクに基づいて作成する地区防災計画の策定の促進、
全ての子どもが災害から命を守る能力を身に付けられるように実践的な防災教育の推進等の普及啓発の取組
を実施する。
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施策の目標・実施内容等
◆施策の目標：

◆実施主体：
・国/都道府県/市区町村 等

きめ細かく継続した普及啓発を行うことにより、国民の防災活動へ
の自律的・積極的な参加を促進し、地域防災力を向上させる。

＜KPI・目標＞

KPI・指標 現況
計画
期間
目標

将来
目標

防災に係る普及啓発イベント（ぼうさいこ
くたい）への目標参加団体数（行政、学術
界、民間企業等：400団体（毎年度））の達
成率

96%
(R5)

100%
(R12)

100%
(R12)

「ぼうさいこくたい」の開催 等

ハイレベルセッション ブース、ポスター展示

クロージングセッション

屋外展示セッション



マリレーナさんからの防災庁提案 
 

日本は私にとって非常に大切な国です。現在、日本は歴史的な変革の最中にありま

す。政府が「防災庁（仮称）」設置に向けた法案を閣議決定したことで、現在の内閣府

の機能が、より強い権限を持つ中央組織へと再編されようとしているからです。 
この文脈において、イタリアのモデルは、日本の新組織の設計に役立つ補完的な知

見を提供できるかもしれません。主なポイントは以下の通りです。 

イタリア・モデルからの知見：補完性と統合 
イタリア市民保護局の事例は、柔軟性と地域への波及力に基づいたビジョンを日本

に提示できます。 
以下の比較表は、日本のモデルの効率性を損なうことなく、イタリアのモデルがいか

に日本の体制をより豊かなものにできるかを示したものです。 

技術比較：被災者支援 
項目 日本モデル（避難所） イタリア・モデルから着想を得

た提案 

日本への付加価値 

機動力 固定（学校・体育館） 移動式コラム（テント村・モジュ

ール） 

あらゆる場所での柔軟な対応と高い

生活水準の確保 

食事 即席食・乾燥食（おにぎ

り・弁当） 

野外炊事場（温かいフルコース

の提供） 

栄養面と精神面のサポート 

医療 外部機関・病院 PASS（社会医療支援拠点） 避難所内での持病や要配慮者の直接

的なモニタリング 

プライバ

シー 

オープンスペース（段ボ

ールの間仕切り） 

家族用モジュールと共有エリア 尊厳の保護と心的外傷後ストレス

（PTSS）の軽減 

運営人

員 

地元自治体職員（自身も

被災者） 

補完性原則（他地域とのツイン

ニング・相互協力） 

被災していない地域からの「新鮮」で

有能な人的資源の投入 

ボランテ

ィア 

自発的・サポート中心 運用的・専門的 物流、電気通信などの認定専門チー

ムによる支援 

 



 

私は日本を深く愛しています。特に現在、日本は歴史的な改革の過程にあり、政府が

現在の内閣府を再編し、より大きな権限を持つ中央機関としての「防災庁」を設置す

る法案を承認したことに注目しています。この文脈において、イタリアのモデルは、日

本の構造的な堅牢さを補完し、「人」に焦点を当てた運用の柔軟性をもたらすため

の、有益な視点を提供できるはずです。 
 

1. 「人間的要素」のマネジメント 
日本が「ハード面でのレジリエンス（復元力）」の構築に長けている一方で、イタリアは

極めて高度な社会的・手続き的な「ソフトウェア」を発展させてきました。 

2. イタリアの市民保護：単なる「組織」ではなく「機能」である 
イタリアにおいて、市民保護（Civil Protection）は行政機関の単なる一部署ではなく、

社会システム全体が果たすべき「機能」として定義されています。 

3. 日本への提案：垂直的な司令塔から「ハブ」へ 
新設される防災庁は、単なる垂直的な指揮命令系統としてではなく、各省庁、地方自

治体、そして市民をつなぐ「調整ハブ」として機能すべきです。これにより、技術的な対

応だけでなく、国全体に隅々まで行き渡る対応が可能になります。 

4. 運用構造としての「組織化されたボランティア」 
イタリアのボランティアがユニークなのは、それが指揮系統の不可欠な一部である点

です。それは単なる自発的な手伝いではなく、国家によって訓練され、装備を整えら

れ、法的に保護されたプロフェッショナルな勢力です。 

5. 日本への提案：市民を「リソース」へ変える 
訓練を受けた市民グループを、新庁の手続きの中に正式に組み込むべきです。これ

により、国民は単なる「支援の対象」から、組織的なレスポンスが可能な「能動的なリ

ソース」へと変貌します。日本でも NGO やボランティア団体の登録制度に関する法

律が可決されましたが、単なる登録に留まらないことを推奨します。平時からプロとボ

ランティアが合同訓練を行い、ボランティアが（出動時に）雇用主から補償を受けられ

たり、法的保護を得られたりするイタリアのような仕組みに投資すべきです。 

6. アウグストゥス・メソッド：単純さと柔軟性 
イタリアの調整手法はアウグストゥス・メソッド（Augustus Method）に従っています。こ

れは「状況が複雑になればなるほど、指揮系統は単純でなければならない」という原

則に基づいています。 



7. 日本への提案：モジュール型構造の導入 
新庁は、責任を断片化させることなく、事態の規模に応じて（地方レベルから国家レベ

ルまで）迅速に拡張できるモジュール型の構造にすることで恩恵を受けるでしょう。現

場に近いレベルに意思決定権を与え、それを強力な中央管理が支える点にこそ、柔

軟性の本質があります。 

8. 人間の尊厳 
イタリアにおいて、避難所は単なる「被災者の収容所」ではなく、一時的な「コミュニテ

ィ」です。温かい食事やプライバシーの確保は贅沢品ではなく、高齢者などの心理的

崩壊を防ぐための、公衆衛生上の不可欠なツールなのです。 

9. 「戦略的補完性（サブシディアリティ）」の概念 
日本では、ある県が被災した場合、その県がすべてを単独で管理しなければならな

いことがよくあります。イタリアのモデルでは、他地域からの移動支援部隊が 12 時間

以内に出発します。これにより、支援にあたる側の人々（現地の職員など）自身が被

災によるトラウマで機能不全に陥るのを防ぐことができます。 

10. 「ハブ」としての新組織 
日本の新しい防災庁は、イタリアの「地域移動支援部隊」をモデルにした機材キットを

各都道府県に配備させるなど、こうした「ケアの標準化」を管理・主導する役割を担う

ことができるでしょう。 

 
日本哲学とイタリアの経験の融合から得られた、リフレクション（省

察）のための視点 
1. テクノロジーと「心」の調和 
「新しく設立される日本版防災庁は、技術的なバックボーン（背骨）となるでしょう。し

かし、真のレジリエンス（回復力）は市民という『神経系』に宿ることを、イタリアのモデ

ルは教えてくれています。私たちは単に役所を再編しているのではなく、国家と地域

社会の間に『信頼の絆』を築いているのです。大地が揺れるとき、誰一人として取り残

されないために。」 
2. 対処から癒やしへ（制度としての「金継ぎ」） 
「傷跡を金で修復する『金継ぎ』の芸術のように、両国の協力は、打撃を受けた場所こ

そをより強固な構造へと変えることができます。改革の目的は単なる災害管理ではあ

りません。私たちの土地の脆弱さを尊び、それを『共有された予防の文化』へと昇華さ

せることにあるのです。」 



3. 連帯の架け橋 
「イタリアと日本は、景観の美しさと自然の厳しさを共有する姉妹のような国です。こ

の改革が単なる官僚的な文書に終わることなく、日本の効率性とイタリアの現場での

柔軟な対応力が融合し、最も尊い資産である『命』を守るための理想的な架け橋の一

歩となることを願っています。」 
4. 防災庁を単なる「組織の器」に終わらせない 
「端的に言えば、防災庁が単に『観測する』役所から脱却し、実効性のある『司令塔』

へと進化したとき、本質的な飛躍が起こります。」 
5. 模倣ではなく「組織の接着剤」として 
「日本はイタリアを『コピー』する必要はありません。ただ、イタリアのモデルを、日本の

並外れた技術力と市民の力を統合するための『組織の接着剤』として活用すること

で、より機敏で統合されたシステムを構築できるはずです。」 
6. エンジニアリングと人間性の統合 
「日本は倒れないビルを建てる方法を世界に示しました。イタリアは市民を見捨てな

いシステムを築く方法を提示できます。日本の新組織の挑戦は、技術的なものだけで

なく、組織的、かつ人間的なものです。日本の卓越した工学技術と、イタリアの補完性

の原則（サブシディアリティ）および積極的な支援モデルを統合しましょう。共に、防災

の新たなグローバル・スタンダードを創り出すのです。」 
7. インフラに「OS（オペレーティング・システム）」を 
「災害に完璧な解決策はありませんが、管理のための『手法』はあります。日本の素

晴らしいインフラを動かすための『OS』として、イタリアのモデルを提案します。避難所

を単なる『待機場所』から、守られた『コミュニティ・センター』へと変えましょう。新組織

は、緊急事態の管理から『人間の管理』へと移行する歴史的な機会なのです。」 
8. 補完性とボランティア精神 
「イタリアと日本は国土の脆弱さを共有していますが、同時に並外れた市民の強さも

持っています。日本の新組織が、補完性の原則と組織化されたボランティア精神を取

り入れることを切に願います。災害時、テクノロジーは命を救いますが、再び人生を歩

み出す力を与えてくれるのは、コミュニティの組織力なのですから。」 
フランチェスコ・アンコネターニ博士 
マリレーナ・エスポジト博士 

 































シェルター・フィールドガイドの策定

連邦支援計画FRPの策定に加え、FEMAはアメリカ赤十字社およびその他複
数の機関と連携し、「シェルター・フィールドガイド、FEMA P-785」も発
行した。この90ページのガイドブックは、避難所の物理的レイアウト、人員
配置、伝染病の拡散防止など、避難所運営に関連する幅広い課題について詳
細かつ実践的な助言を提供している。ガイドブックの序文で述べられている

ように：「緊急避難所の運営は、災害発生前・発生中・発生後に個人や家族
が安全に滞在できる場所、地域社会を提供するのに役立つ。『避難所運営

フィールドガイド』は、災害対応経験のない組織に対し、避難所開設・運営
の基本概要を提供することを目的としています。また、教会・奉仕団体・企
業など避難所運営を支援する組織にも有用な情報を掲載。本ガイドではこう
した支援組織を『支援機関』と呼称します。」

避難所運営の標準化



避難所運営に関する元市⺠保護庁職員だった
dr.ssa MARILENA ESPOSITO

2016年10⽉25⽇
アマトリーチェ避難所
（サルジニア州市⺠保護局の
避難所）



元イタリア市⺠保護庁のdr.ssa MARILENA ESPOSITO⽒の御意⾒
ボスナー氏の提言は、従来の「断片的な計画」を脱却し、「中央集権的かつシステム的
なアプローチ」へと転換することに主眼を置いている。

彼の指摘の核心は、日本が「縦割り行政」という弊害を抱えている点にあります。各省
庁が緊急事態の断片のみを管理しており、全体像を把握する司令塔が不在であるとい
う指摘です。

彼が提唱する（そしてイタリアがすでに導入している）システム的アプローチは、この断
片化を打破するために以下の3つの柱に基づいています。
1.一元的な司令塔（中央集権化）: 10もの省庁が個別に判断を下すのではなく、単一の
司令塔（イタリアの市民保護局や、ボスナー氏が提唱するFEMA型機関）が、危機時
に他組織へ指示を出す法的権限を持つ。

2.機能別の計画策定（システム化）: 地震用、洪水用と個別に計画を作るのではなく、
「対応モジュール」を構築する。例えば「1万人への食料供給」が必要な場合、原因が
何であれ物流の仕組みは同じです。これにより、予期せぬ事態にも対応できる「弾力
性」のあるシステムになります。

3.共通言語の確立: 無線の手順、データベース、指揮系統を標準化することで、ある県
の消防隊が別の県に支援に入った際も、即座に連携できるようにする。



端的に言えば、ボスナー氏は災害管理を「行政上の問題」か
ら、即応性の高い単一の「オペレーティング・システム」へと変
革することを提案している。20年以上にわたり日本のシステ
ムを研究してきたボスナー氏は、現在の断片化を乗り越える
ために、FEMA（米連邦緊急事態管理庁）モデルに着想を得
た新たな中央機関の必要性を説いています。



ボスナー氏の提言とイタリアのシステムとの類似点

1. 「オールハザード（全災害）」型計画 vs システム的アプローチ
• ボスナー氏: 日本の「災害別」な計画を批判し、原因を問わず対応メカニズム（物流、医療、
輸送など）に基づいて分類する「オールハザード」モデルを提案。

• イタリア: イタリアの市民保護システムは、活動分野ごとに組織される「機能別システム
（アウグストゥス法）」で運用されており、あらゆる緊急事態に柔軟に対応しています。

2. 行政の分断の克服
• ボスナー氏: 日本の各省庁間の縦割りを解消するため、新たな中央機関の設置を主張。
• イタリア: 首相府直属の「市民保護局（DPC）」が、消防、軍、医療、ボランティアなどの実
働部隊を統合する唯一の調整役を担い、現場の分散性を保ちつつ指揮の統一性を確保
しています。



3. 単一責任者の明確化
• ボスナー氏: 計画策定と実行の双方において、責任者を一人に絞ることを推奨。
• イタリア: 緊急時には市民保護局長（または全権委任大使）が特別な調整権限を
持ち、通常の官僚的な手続きを回避して迅速かつ結束した介入を実現します。

4. 専門家の関与
• ボスナー氏: 政治的・官僚的なリーダーシップよりも、災害管理のプロフェッショナ
ルの知見を優先すべきだと提案。

• イタリア: イタリアのシステムでは、リスク予測や予防の意思決定プロセスに、科学
界や専門センターが恒常的に組み込まれています。



元FEMAのボスナー⽒提案から考える地⽅⾃治体ができること

• 災害対応、避難所運営の標準を決める（国が策定するまで）。
• 災害対応政策の決定に科学者（専⾨家）に関与してもらう。
• 危機管理が指揮して平時から機能としての災害対応を決め、重複しても
良いので各部署が⽀援機能を協⼒して⾏えるように平時から訓練を重ね
ること（縦割りの打破）。
• 被災していない市⺠とボランティアを災害対応のリソースとして捉え災
害対応機能に組み込む。そのためには⾃治体がこれらの⼈材に対して平
時に訓練と認証を⾏い、発災直後から招集し、その際の災害保険と⽀援
活動の交通費・実費負担できるようにする（国が策定するまで）。
• こうした資⾦として市⺠が寄付しやすい環境・条件を整える（ふるさと
納税の活⽤など）。



イタリアの市⺠保護理念

• 基本的⽣活の充⾜（⼈権的⽣活）と地域コミュニ
ティーの再⽣ が⽬的

• 災害⽀援は個⼈救済ではなく公共の福祉である。

• これらにより最終的に災害復旧費⽤を縮⼩できる。



イタリアの災害⽀援原則

・原則的に被災地外から⽀援する（被災している地元の⾃
治体職員に⽀援させることは⼈権侵害にあたる）

・ただし外部からの⽀援が到着するまでは地元の⾃治体お
よび地元のボランティア団体が⽀援する。

・⽀援を⾏う80%以上の⼈員は⾃らの職業で⽀援する職能
⽀援者で、発災直後から活動し、その交通費、⾷事、宿
泊、保険は国が負担する。雇⽤者は認証を受けた職能⽀
援者が市⺠保護局から⽀援要請があった場合には7⽇を限
度に有給として扱い、⽀援に⾏くことを妨げられない。



1.イタリアの災害⽀援の3本柱

• 24時間の国⼟モニタリングによる⽀援決定の迅速性

• 運搬機能を持つ⼤量分散備蓄

• 訓練を受けて認証された職能⽀援者と発災直後から
国・州・市と連携協働



イタリアの災害⽀援体制
• ・災害専⾨中央省庁としての市⺠保護庁(Protection Civile)があり、
市⺠保護局が州と市にある。市⺠保護庁からの指令があると各州の
保護局およびボランティア団体は被災地⽀援のため12時間以内に出
発しなければならない仕組みがある。

• 巨⼤な国の備蓄倉庫が国内に３箇所あり、各州に2000⼈の被災者の
避難所運営ができるテント、トイレ、キッチンなどが備蓄され、ト
レーラーなども備蓄され運搬機能もある。他に災害ボランティア組
織が多数あり、そこでも備蓄され運搬可能である。

• 職業を持った⼈が、その職業を被災地で⾏う職能⽀援活動が充実し
ている。100時間以上の災害派遣研修を受けた⼈が市⺠保護庁に登
録している場合は、その⼈が市⺠保護局から被災地へ⽀援に⾏くこ
とを指⽰された場合は雇⽤者はそれを妨げられない（法令で規定）。
⽀援活動中にも給料は⽀払われ（国が補填）、交通費、災害保険な
ども国が負担する。



イタリアの備蓄システム
• ・各州2000⼈分ずつの備蓄がある（20箇所）。
• ⼤規模な国の備蓄が5箇所にある。
• 市町村にも⼩規模な備蓄がある。
• ⼤きなボランティア組織も⼤規模な備蓄を持っている。
• 州と市町村の備蓄は市⺠保護庁からの予算で購⼊
• ボランティア組織の備蓄の⼀部も市⺠保護庁からの予算で
購⼊。

• 備蓄は設置⾃治体の所有物でなく国のものであるから、⾃
由に他州の被災地に移送できる。
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